
一時保護に至る流れ

資料３



通告

通告受付票

緊急受理会議

アセスメントシート等を
用い、個別ケース会議等
の上、一時保護決定

アセスメント
（各種判定）

判定会議

援助方針会議

通告から一時保護に至る流れ（標準的なもの）

虐待に関する通告は、相談・情報提供等の形態でもたらされることも多いこと
から、外部からの個人を特定できる虐待に関する情報については、すべて虐待
通告として扱う（児相指針）。
通告時に、①児童記録票に記載する基本的事項、②主訴、問題の内容、生育
歴、生活歴、現在の状況等、③（受付面接であれば）子どもや保護者等の様子
等について把握する（児相指針）。

通告内容や、保育所・学校、保健部門・福祉事務所等から得た情報等を元に記入
（手引き）。

通告受付票の記入後、速やかに緊急受理会議を開催。調査項目や対応方針及び
担当者を決定。緊急受理会議には、管理職、相談部門の責任者、チームの職員
等が参加する（手引き）。
受理会議の記録を残し、管理職など責任者の決裁を受ける。決裁後は、虐待通
告受付台帳に編綴するとともに、児童記録票にも添付する（手引き）。

【緊急受理会議の検討事項】
ア 安全確認の方法と時期 イ 緊急性の判断
ウ 初期調査の内容（関係機関に対する調査依頼・役割分担）
エ 担当者の決定

安全確認は目視で行うことを原則として、通告受理後、48時間以内での自治体が
定めたルールに従い実施（手引き）。

【安全確認のためのツール】
・家庭訪問 ・出頭要求（再出頭要求） ・立入調査
・臨検捜索 ・警察への援助要請

保護の要否判断は、所内会議等を通じた機関決定が必要。また、できるだけ客観
的で合理的な判断をするため、リスク度判定のための客観的尺度（リスクアセス
メント基準）に照らし合わせて保護の要否判断を行う（手引き）。

1※左図や上記の内容は、虐待事例以外には当てはまらないものもある。



警察からの電話連絡

通告受付票

緊急受理会議に併せ
一時保護決定

アセスメント
（各種判定）

判定会議

援助方針会議

警察からの電話連絡

電話連絡により
一時保護決定

緊急受理会議

通告から一時保護に至る流れ（身柄付き通告）

アセスメント
（各種判定）

判定会議

援助方針会議

〈身柄付き通告（開所時間中）〉 〈身柄付き通告（夜間・休日）〉

翌開所日

児童相談所は、原則とし
て速やかに警察に赴いて
その子どもの身柄の引継
ぎを行うが、遠隔地や夜
間で対応困難な場合、警
察への一時保護委託や警
察職員に保護所までの同
行を依頼することも検討
すべき（児相指針）。

警察からの法第25 条によ
る通告は、原則として文
書によって行われる。通
告書は受理会議において
検討する（児相指針）。

※以下は複数の児童相談所に聞き取りを行ったフローを図にしたもの
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■警察からの身柄付き通告を受けて行った一時保護とそれ以外の一時保護それぞれの件数（一時保護の
期間別）（実態把握調査より抜粋）

［単位：件］

【平成31年４月１日から令和元年７月末までの４ヶ月間に一時保護が終了したケースを対象に調査】
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３日以内 ４～７日 ８～14日 15～28日
29日～
２ヶ月未
満

２ヶ月以
上４ヶ月
未満

４ヶ月以
上６ヶ月
未満

６ヶ月以
上１年未
満

１年以上
１年半未
満

２年以上 総計

総計 2023 1798 1975 2435 2804 1478 318 250 26 1 13110
15% 14% 15% 19% 21% 11% 2% 2% 0% 0% 100%

身柄付 838 519 476 622 729 387 72 53 3 0 3700
23% 14% 13% 17% 20% 10% 2% 1% 0% 0% 100%

虐待 478 278 308 414 483 261 53 41 2 0 2319
21% 12% 13% 18% 21% 11% 2% 2% 0% 0% 100%

虐待以外の養
護

199 136 76 113 106 38 6 6 0 0 680

29% 20% 11% 17% 16% 6% 1% 1% 0% 0% 100%

障害 6 0 1 2 1 1 0 0 0 0 11
55% 0% 9% 18% 9% 9% 0% 0% 0% 0% 100%

非行 122 77 63 76 112 77 11 5 1 0 544
22% 14% 12% 14% 21% 14% 2% 1% 0% 0% 100%

保健・育成そ
の他

33 28 28 17 27 10 2 1 0 0 146
23% 19% 19% 12% 18% 7% 1% 1% 0% 0% 100%

それ以外 1185 1279 1499 1813 2075 1091 246 197 23 1 9410
13% 14% 16% 19% 22% 12% 3% 2% 0% 0% 100%

虐待 550 606 751 1035 1334 691 177 146 18 1 5309
10% 11% 14% 19% 25% 13% 3% 3% 0% 0% 100%

虐待以外の養
護

453 524 592 589 555 296 50 35 3 0 3098

15% 17% 19% 19% 18% 10% 2% 1% 0% 0% 100%

障害 13 10 11 18 16 5 2 1 0 0 76
17% 13% 14% 24% 21% 7% 3% 1% 0% 0% 100%

非行 58 55 56 67 75 45 9 7 1 0 373
16% 15% 15% 18% 20% 12% 2% 2% 0% 0% 100%

保健・育成そ
の他

111 84 89 104 95 54 8 8 1 0 554

20% 15% 16% 19% 17% 10% 1% 1% 0% 0% 100%

身柄付き通告を受けて行った一時保護とそれ以外の件数（一時保護の期間別）



■警察からの身柄付き通告を受けて行った一時保護の件数（実態把握調査より抜粋）

今回調査 Ｈ28調査 伸び率

総数 3700 2562 1.4倍

虐待を理由とする 2319 1478 1.6倍

虐待以外の養護を理由とする 680 425 1.6倍

障害を理由とする 11 6 1.8倍

非行を理由とする 544 542 1.0倍

保健・育成その他を理由とする 146 111 1.3倍

［単位：件］

【平成31年４月１日から令和元年７月末までの４ヶ月間に一時保護が終了したケースを対象に調査
「H28調査」欄は、平成28年４月１日から７月末までの４ヶ月間の同様の調査結果】 4
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2ヶ月以上４ヶ月未満 ４ヶ月以上６ヶ月未満 ６ヶ月以上１年未満 １年以上１年半未満 ２年以上

■警察からの身柄付き通告を受けて行った一時保護とそれ以外の一時保護それぞれの一時保護の期間の分布
（実態把握調査より抜粋）

〇 一時保護開始全件（13,110件）のうち、身柄付き通告がきっかけとなったのは、約３割（２８．２％）であり、
年々件数は増加している。

身柄付き通告の件数と割合



（参考）一時保護後の手続フロー

社会診断とは、主に児童福祉司が行う、主訴（通告）の内
容、背景課題、虐待の内容、子どもや家族の生育歴や人間関
係、社会資源の活用可能性、親子の意向などを明らかにす
る、判定の基礎になる診断。
心理診断とは、児童心理司が行う、面接、観察、心理検査等
をもとに子どもの発達や心理がどのような影響を受けている
かを診断するもの。
医学診断とは、医師が行う、問診、診察、検査等をもとに医
学的な見地から子どもの援助の方針を定めるために行うも
の。
行動診断とは、一時保護部門の職員が行う、児童の生活習
慣、態度や行動、対人関係などを面接や観察から明らかにす
るため行う。原則として週１回保護所の観察会議で検討し、
児童記録票に記載。
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判定は、各種診断に基づき行う総合診断であり、下に記載した
援助方針の作成と不可分の関係にある。判定の所見は主担当が
作成するが、判定自体は判定会議など関係者の協議により行
う。

判定会議は、判定・指導部門の長が主催し、児相長、各部門の
長、各担当者等が参加し、原則週１回開催。各担当者の診断等
を総合的に検討し、判定を行う。会議の経過及び結果は判定会
議録に記録する。

援助方針会議は、措置部門の長が主催し、児相長、各部門の長、
各担当者等が参加し、原則週１回開催。調査～判定に基づき、
子どもや保護者に対する援助方針を決定する。原則として、受
理会議後、児相が相談援助することとした全ての事例について
行う。また、事例の終結・変更も援助方針会議で決定する。会
議の経過及び結果は援助方針会議録に記録する。

援助方針会議の結果に基づき、事例の主担当が援助方針を作成
（所長まで決裁）

意見照会

意見具申

在宅指導措置や入所等措
置を採ろうとする際、保
護者や子どもの意向と一
致しない場合等には児童
福祉審議会の意見を聴く
必要がある。 5



（参考）関連様式
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（参考１）虐待相談・通告受付票の様式

7※子ども虐待対応の手引きより



（参考２）一時保護決定に向けてのアセスメントシートの様式

8※子ども虐待対応の手引きより



（参考３）一時保護決定通知書の様式

9※一時保護ガイドラインより


